
                                  

山口学芸大学数理・データサイエンス・AI 教育プログラム委員会規程 

 

（設置） 

第１条 山口学芸大学（以下「本学」という。）に、本学における数理・データサイエンス・

AI 教育プログラム（以下「プログラム」という。）にかかる教育の推進、改善及び充実を図

るため、数理・データサイエンス・AI教育プログラム委員会（以下「委員会」という。）を

置く。 

（任務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 (1) プログラムの認定申請及びそれに関わる調査・研究に関する事項 

 (2) プログラムの対象となる科目の授業の運営に関する事項 

 (3) プログラムに係る学生の履修状況及び学修成果に関する事項 

 (4) プログラムの自己点検・評価に関する事項 

 (5) その他委員会が必要と認める事項 

（構成） 

第３条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

 (1) 学生部長 

 (2) 学部長または学科主任 

 (3) 学生部次長 

 (4) 教務課長 

 (5) その他学長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 第３条第５号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生

じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、学生部長とする。 

２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長により指名された者が代理する。 

４ 委員長は必要に応じ、委員以外の関係者に会議への出席を求めることができる。 

（事務所管） 

第６条 委員会の事務は、教務課が所管する。 

２ 委員会事務所管部署は、議事録を作成し、保管しなければならない。 

（ワーキンググループ） 

第７条  委員会に、プログラムに関する課題や改善策等を検討するため、学長が指名する者

をワーキンググループ長とし、当該ワーキンググループ長が指名する職員等により構成す

るワーキンググループを置くことができる。 

 

   附 則  

 この規程は、令和６年９月 13 日より施行する。 

 


